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各  保健所設置市  衛生主管部（ 局）  御中 

特 別 区 

 

 

厚 生 労 働 省 医 政 局 総 務 課 

 

 

医業等に係るウェ ブサイ ト の監視体制強化事業の開始について 

 

 

医療機関のウェ ブサイ ト については、 こ れまで「 医療機関のホームページ

の内容の適切なあり 方に関する指針（ 医療機関ホームページガイ ド ラ イ ン） 」

（ 平成 24 年９ 月 28 日医政発第 0928 第 1 号医政局長通知。 以下「 医療機関ホ

ームページガイ ド ラ イ ン 」 と いう 。 ） 等に基づく 行政指導の実施を お願いし

ており まし た。 こ のたび、 主に美容医療サービ スを 提供する 医療機関のウェ

ブサイ ト に不適切な表示が認めら れる等の指摘があっ たこ と を 踏まえ、 今般、

別添のと おり 「 医業等に係るウェ ブサイ ト の監視体制強化事業」 を 開始する

こ と と し まし た。 つき まし ては、 貴管下の関係団体、 医療機関等への周知徹

底を お願いいたし ます。  

当該事業においては、 委託業者が医療機関ホームページガイ ド ラ イ ン等に

違反する疑いのある 、 虚偽・ 誇大等の不適切な表示を そのウェ ブサイ ト で行

っ ている医療機関に対し て医療機関ホームページガイ ド ラ イ ン 等の周知（ 別

添１ ） を 行います。 周知を 行っ ても 改善対応が確認でき なかっ た場合は、 委

託業者から 都道府県等に情報提供がなさ れます（ 別添２ ） ので、 その内容を

確認のう え、 必要があると 判断さ れた場合には必要な指導をお願いいたし ま

す。  

なお、 「 「 医療法等の一部を 改正する法律」 の公布について（ 平成 29 年６

月 14 日医政発 0614 第６ 号） 」 第２ の１ の（ ３ ） でお示し し ていると おり 、

広告その他の医療を 受ける 者を 誘引する ための手段と し ての表示（ 以下単に

「 広告」 と いう 。 ） について虚偽・ 誇大等の広告を 禁止するよ う 見直し を 行



 

 

っ ており 、 今後は医療機関のウェ ブサイ ト 等も 対象になり ます。 本取扱いに

ついては、 公布の日（ 平成 29 年６ 月 14 日） から 起算し て１ 年を 越えない範

囲において政令で定める日から 施行するこ と と し ています。それまでの間は、

従前よ り ご対応いただいており ますと おり 、 医療機関ホームページガイ ド ラ

イ ン等に基づき 適切な指導を お願いいたし ます。  

こ の、 改正法施行後の詳細な規制の内容については、 検討会等において検

討の後、 お知ら せし ます。  

 

（ 参考）  

医業等に係るウェ ブサイ ト の監視体制強化事業ホームページ 

ht t p: //i r youkoukoku-pat r ol l . com 

 

 

以上 

 

（ 照会先）  

 厚生労働省医政局総務課 鈴木 

     TEL: 03-5253-1111（ 4098）  

FAX: 03-3501-2048 

                                

http://iryoukoukoku-patroll.com

